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市長が公衆衛生上必要があると認めるとき

と畜場以外でとさつ又は解体を行う者に対する指示

市長は、と畜場以外の場所で獣畜をとさつし、又は解体を行う者に対して、とさつ又は解体の場所、肉、内
臓等の取扱方法及び汚物の処理方法に関する指示を行うことができる。

と畜場法第１３条第３項


